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」-五品
令和3年3月1 7日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和2年,(ネ)第2 9 5 7号 慰謝料請求控訴事件(原審・前橋鞄方裁判所平成3 0

年(ワ)第358号)

口頭弁論終結日 令和2年12月23目

判 決

群馬県利根郡みなかみ町上牧3 1 5 8- 1

控 訴 人

東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

被 控 訴 大

同代表者法務大臣

同 指定代理人

同

主

1 本件控訴を棄却する。

文

井国

上 川

藤 原

牛 山

豊

陽 子

幸 喜 子

弓 弦

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人はタ 控訴人に対し, 1 0万円を支払え。

第2 事案の概要

1本件の原審において,控訴人は,控訴人が訴えを提起した民事訴訟事件を取り

扱った裁判官の審理及び判決に関する行為について,控訴人の主張をほとんど無

’祝して極めて不公平かつ不当な審理を行った等と主張し,被控訴人に対し,国家

賠償法1条1項の規定による損害賠償請求権に基づき,慰謝料等の損害賠償金1

0 0兆円の一部として1 0万円の支払を求めた。

原審は,控訴人の請求を棄却したところ,これを不服として控訴人が控訴を提
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起した。

2 当事者の主張は,原判決2頁6行目の「別紙訴状」を「原判決別紙訴状」に,

同行目の「L準備書面」を「原判決別紙L準備書面」,にそれぞれ改め,当審にお

ける控訴人の補充主張を後記3のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理

由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。

3 当審における控訴人の補充主張

別紙「控訴状兼控訴理由書」と題する書面(写し)の第3ないし第6に記載の

とおりである。

第3 当裁判所の判断

1当裁判所も,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,当審におけ

る控訴人の補充主張を踏まえて,原判決3頁4行目及び同5行目の各「昭和5 7

年」をいずれも「同57年」に改め,同12行目の「ついてみると,」の次に「別

件訴訟については,別件裁判官により控訴人の請求を棄却する旨の判決が言い渡

され(甲4),控訴人による控訴の提起がされることなくこれが確定していると

ころ(弁論の全趣旨),」を加え,同14行目の「総合しても」を「検討しても」

に改め,同21行目の冒頭から同26行目の末尾までを削り,同4頁2行目の「別

紙」を「原判決別紙」に改め,同4行目の冒頭から同行目の末尾までを削るほか

は,原判決の「事実及び理由」の第3に記載のとおりであるから,これを引用す

る。

2 結論

i以上のように認定判断をしたところは,当審における控訴人の補充主張によっ

て左右される’ものではない。

よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,

主文のとお、り判決する。

東京高等裁判所第1 5民事部



裁判長裁判官夕に

裁判官主村

裁判官関根



(勤続)

東京高等裁判所 御中

控訴人(原告)

轟 台令和類≡ 6

喜
喜
田
国

プ
了
ン
ヽ
富

国后四

/今♯星

住所(送達場所) 〒379-1303群馬県利根郡みなかみ町上牧3158-1 職業 農業
氏名

全基豊(昭和36年3月9日生)電話携帯090-3087喜1577 FAX O278「72-5353

被控訴人(被告)

住所(送達場所) 〒100-0013東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番1号

垣 間代表者 法務大臣 森まさこ

慰謝料請求控訴事件 訴訟物の価額 10万円 貼用印紙額 1,500円

上記当事者間の、薗盤地方裁判所平成30年(ワ)第358号慰謝塑壷丞重

刷に言い渡された下記判決は,全部不服であるから控訴する。

第1原判決の表示 ′

●

主文

工 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 控訴の趣旨

1原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し, 10万円を支払え。

3 訴訟費用は,第一審,第二審とも被控訴人の負担とする。

第3 控訴の理由

について、金型

藍萱≡三豊二]
1虚偽表示(公序良俗違反)無効

原判決は, 「以上によれば、国家賠償法1条1項に基づく原告の請求は理由がなく、その余

の請求(根拠法令については、別紙訴状Lの第2の部分参照)についても理由がないことは明

らかである。よって、原告の請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。 」
と判示しています。

しかしながら塵判決には心証だけで理由が寒も形式不備であり、判決とは呼べません。

つまり後述の通り、 ①塾璽当り前の訴えを合理的根拠無しに否定しており、 ②甚だしい論
関白 園田囲園部彊弼醒 四囲圏嗣園囲 閣 囲認証謡圏匪認髄 一国圏

也壷鞄憲法:13、 99:条)違反であり、職権濫用による墓質堕を重盗捏堕であり、

獲り患

4



整地塑軸2:条)の侵害で卒り、公序良俗(民法坦違反です。
同時にこれは、犯罪(犯人隠避罪、脅迫罪、公務員職権濫周罪)です。
2

以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消されるべきです。

第4 控訴の理由の説明 以下の通り、総じて著しい訴訟ルール違反です

何よりも、当一雄阻ことを認めようと園地、ことが公序良俗違反だということです。

合理的根拠が無いこと(判定洩れないし理由不備)

私の訴え(令和2年2月12日付の原告の準備書面(1)の、どこを唖
が判りません。

理由も無く判断できるはずが無いので論理則違反であり、

また、吉田達二の判決は後述の通り、裁判を受ける権利(憲法雌_塞塑遵
守義務違反ですから、それを看過した原判決もまた同様であり、室温麹弛他
憲法の違反堰靂法宣坦」条1項上です。

第5 原判決の鞍癖の摘示

何よりも、主軸ようと上垣旦ことが公序良俗連星だということです。

★後述の「吉田達二の不当性」を否定した理由を示していません

つまり、判定連ねないし理由盃鑑であり、 1から6の★印の項目です。

なお、判定漫狂や理旦盃鑑には、実質的に理由になっていない場合を含みます。

●反論 不公平かつ不当な審理やその準備工作を行ったとは言えない旨(判決書3頁)

土私の訴え臆を査星土星金型的根拠無し(判定洩れないし理由不鑑)

反射的利益と言えるのは正当業務行為の場合であり、吉田達二の判定は後述の通り、いず塑

であり、羞剋ですから、正当業務行為どころではなく、裁判を受せ至

であり、法律上保護された利益の侵室であり、職務上の塾意音を追

退室であり、国豊全鞄しくない非毎(国家公務員法82条)および信盛
宴墜毎馳_、犯人隠避罪、脅迫罪、公務員職権濫用罪です。

●反論 包囲網の存在の証拠は無い旨(判決書3頁)

土各事象の董盤性と臆相互薗適性の判定洩迫(無視ないし理由不備)

懇意性一覧表の全事件を総合すれば、蓋然性として、実在を認めざるを得ないはずです。

否定するなら、示した数字に其々数字で答えなければ、合理性を示せません。

付言すれば、このような狂気の隠蔽判決こそが、包囲網の何よりの証拠です。

吉田達二の不当性(再掲)

何よりも、当蝿曲序良俗違反だということです。
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●私の訴えの要旨は令和2年2月12日付の準備書面(1)の通りですが、以下の通り、そこから

更に焦点を絞ります。

1★★★ 当り前の法令違反を無視したこと(公序良俗の偽装)

警察雌遜主を合理的根拠無く無視することは、当旦並に」法令違反で圭

警視庁が私の回答期限付き被害届を不当に完全無視したことは、当り前に、里垣を告知と互

い不当な受付壇軸であり、警察法2条など璽軽重違反です。
私に何も連絡していないのですから、内容が不明等の抗弁は成り立ちません。

臆これらの違塑性畦一国家権力の濫用防止という立法趣旨から考えエ当盤です。

同時に、憲塑壁鞄憲法13、 99条)違反です。 、

要するに、皆で共謀して違法性を認めないのであり、これを正当業務行為と判定したことは、

まさに公庄良俗旦鎧墓と断定でき、公務員職権濫用罪、犯人隠避罪、脅迫罪です。

しかも添付した9告訴状の通り、埼玉県警や群馬県警も、理由を告知しない実質的受付拒否

という類型を重ねており、その相互関連性から警察の

2★ 予見可能性に塞く結果回避義務違反であることを無視したこと

訴え内容と警察の職責に因る、被害の継続への予見可能性に塞く結果回避義務違反です。
不合理な判断は、

また既述の通り、 きない八

の違反です。

を看過したことは、少なくとも過失です。

3★★★ 不法行為の内容を擦り替えたこと

」塞祝した三並重し上捜査しなかったことiに擦り替えたこと睦です。

これは「反射坦利益」にする為の準備工作に相違藍もまた、全ての不法行為の前提となる

部分ですから、判決に影響することは明らかであり、亘審重出主軸臆当りま土。
厘告の基本的訴えを塞過しており、裁判とは呼べません。

4★★ ケースが違う判例を適用したこと・

既述の通り、四つとも完全基盤や生命盤ではありませんから、基軸明らかに
一異なります。

5★★ 九告訴状の相互関連性を無視したこと

これらの相互関連性から、他の事件は全て、警視庁が被害届を塞坦曲て、摘発
を逃れた包囲馳派生事件であることが確信できたはずです。

つまり、聾裡庄曲帰責性(因果関係)が有毒のであり、無視などできません。

6★ 以下の、当り前の数々を無視したこと いずれも警視庁の隠蔽を示唆

去 警視庁の宣全無視旦法令違反の判定洩れ(理由不備1 既述

土臆臆当該被害昼盤堕きない内容だったことの判定洩れ(理由不備)

ー3-
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顔パスの嵐や、私の出番目と会社の平均売上との連動などが、包囲網の実在を強く示唆

主音」完全無視が警視庁の害意を強く暗示していることの判定温む里由不堕し
●

土★★ 私への脅迫の為の叔母の殺害の判定洩れ(理由不備)臆

既述の通り、誰でも当り前にそう感じるはずで圭。

他の全ての不法行為の前堤となる基礎事実ないし主要事実ですから、判定不可避です。

この天文学的に超高度の蓋然性を感じないことに合理性は無く、公序良俗の偽装です。
土★★ 大固まり子の轢逃げ事故の不審の数々の判定洩れ(理垣盃優し

埼玉県警による殺人の事故への偽装と警視庁との事前共謀による隠蔽を示唆
主よ 警視庁サワダが2つの要請を無視したことの判定洩れ(理旦盃催し

既述の通り、 99%の蓋然性です。

上土ニー警捏庁の2016Q旦迫内容証明の無視の法令違反の判定洩れl理由不鎧l

被害届と同様です。

土★ 警視庁サトウの幾っもの虚偽の判定洩れ(理由不傲 虚偽は無条件に不当です

監察室に蛙繋げない、サワダの件は犯罪ではない、ここは捜査軸と
主音所属のタクシー会社の二度の死亡事故の判定洩れ(理由不備」

60年以上死亡事故が無かった会社に、単車との右直による死亡童故が1年以刺通登する

偶然確率は無く、夜の街の住人達からの逆恨みと叔母の殺害との関連を示唆しています。

結論 正当業務行為どころではありません

以上から、吉田達二が、厘告である私の主張をほとんど無堪して、極めて不公平かつ不当な

審理を行い、また、不当な審理を行う為に塗鰭工作を行った臆と言え、それは付与された権限

の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものであ・り、その違背が著しく不当又は不法であっ

て、およそ裁判官としての誠実な権限行使と認め難い程度に合理性を欠いており、同時に、

裁割を受ける権利の侵害であり、羞班であり、裁判所法第49条」聖廟
」重大な塑金の適用ないし遵守の上での過誤」臆や、国堅全体の奉堂曲
韮毎(国家公務員法82条)および信用失墜行為(国家公務員法99条)に当る、職務上の故意き

た喧退室であり、犯人隠避罪、脅迫罪、公務員職権濫用罪です。

また後述の通り、このように、当り前のことを認めない判法は、当り前に、経験則壷屋や論

理剋違反であり、金屋良俗を鎧盃ということです。

(前堤)動機は包囲網としての一連の組織力の誇示です

杢件を含め、懇意性二覧表に記載の全事件が、包囲網としての二連名蓋で圭。

包囲網として、臆当り前のことを認めず、公序良俗を歪めて威晃垂地主互。
包囲網とは、世界中に拡がった、 の通称であり、概要は被害届2018、

関連事件は懇意性一覧表、に記述の通りです。

包囲網は私を藍喧監捏しており、パスワードから全て筒抜けです。

懇意性一覧表の各事件は其々包囲網の実在を示唆しており、更には、

型軸国や各事件の祖互開運堂を総合すれば、いずれも包囲網としての紐盤五監護
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示ないし公序良俗の偽装であることは明らかです。

(前堤)包囲網は常に、当り前のことを無祝します

つまり、当り前の予見可能性に塞く結果回避義務違反であり、同時に手続妨害、つまり、適

正な手続を受ける権利の侵害による憲法遵守義務(憲法99条)違反です。

当り前のこと(予見可能性)とは、 ①法令、 ②論理則、 ③経験則、 ④蓋然性、などであり、こ

れらを認めなければ、当り前に、公序良俗違反、つまり、広義の違法で士。

例えば、警察が訴えた犯罪被害を合理的根拠無く否定することは、 ②論理則違反であり、そ

れなのに処理済と言い張るのも②論理則違反であり、同時に、 ①警察法や犯罪捜査規範など

の法令違反です。

第6 貴所による破棄自判を希望します

第7 附属書類 控訴状副本1通

以上
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